
チッパーシュレッダー機の貸出しについて 
 

Ｈ２０年８月２９日 
きんたろう倶楽部 

 
きんたろう倶楽部では、里山林等の整備の際に発生する伐木竹のチップ処理の効率化を

図るため、三井物産環境基金の助成によりチッパーシュレッダー機を購入した。 
ついては、きんたろう倶楽部がチッパーシュレッダー機を使用する日を除いて、きんた

ろう倶楽部会員に対し、一定の条件のもとで有料で貸出しする。 
 

記 
１ 貸付を受ける者の資格 

チッパーシュレッダー機の貸付けを受けることができる者は、きんたろう倶楽部 
の会員であって、次の要件を備えている者でなければならない。 

（１） チッパーシュレッダー機の操作及び安全管理対策の指導講習を受けていること。 
（２） 前号の講習を受けた安全管理者をチッパーシュレッダー機周辺に常駐させ安全管

理に努めること。 
（３） チッパーシュレッダー機を操作する者及びチッパーシュレッダー機を使用して里山

等の整備作業に従事する者全てが損害保険等に加入していること。 
２ 貸付条件 

チッパーシュレッダー機の貸付条件は、次のとおりとする。 
（１） 貸付期間       １回あたり    原則として２日以内とする。 
（２） 貸付料        １日あたり    ２０，０００円 
（３） 搬送料        1 回あたり    １０，０００円  
（４） 操作安全管理指導料  １回あたり    １０，０００円 
３ 借受申請 

チッパーシュレッダー機を借受けようとする者は、別に定める「チッパーシュレッダ

ー機借用申請書」をきんたろう倶楽部に提出しなければならない。  
４ 貸付許可 

借用申請書を受理したときは、使用目的、使用場所、安全の確保などを確認のうえ貸

付の可否を決定し、申請者に通知するものとする。 
５ 貸付機械仕様 
 ・ ゼノアチッパーシュレッダーＳＲ３０００－１（2 段階破砕方式） 
 ・ 粉砕能力 最大処理径 170ｍｍ  ・ 生産能力 1.5～５㎥／ｈ 
 ・ チップサイズ ２～１５ｍｍ    ・ 水冷ディーゼル 28ＰＳ 


